
船舶事故調査報告書 

平成２８年１月２８日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 転覆 

発生日時 平成２７年９月１４日 ０５時２０分ごろ 

発生場所 宮城県気仙沼市蔵内
くらうち

漁港北東方沖 

蔵内港弁天島防波堤灯台から真方位０４４°２,４００ｍ付近 

 （概位 北緯３８°４６.１′ 東経１４１°３３.０′） 

事故の概要  漁船第七福
ふく

善
よし

丸は、刺し網漁の操業中、転覆した。 

事故調査の経過 平成２７年１０月６日、調査を担当する主管調査官（仙台事務所）を

指名 

原因関係者から意見聴取実施済み 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

漁船 第七福善丸、０.８トン 

 ＭＧ３－４６９７４（漁船登録番号）、個人所有 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 ラインホーラが船体から脱落、船外機に濡損 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 北西、風力 ２、視界 良好 

海象：うねり 波向東、波高約１.０ｍ、潮汐 下げ潮の初期、海面

水温 約１８～２１℃ 

 事故の経過 船長は、刺し網の引揚げ作業を開始後、すぐに同網が根掛かりした

ので、左舷船首側のラインホーラで強く引けば揚がるだろうと思い、

引揚げ作業を継続したところ、船体が左舷側に傾斜して転覆した。 

船長は、救命胴衣を着用していた。 

分析 本船は、船長が、刺し網が根掛かりした際、ラインホーラで強く引

けば揚がるだろうと思い、引揚げ作業を継続したことから、転覆した

ものと考えられる。 

原因 本事故は、船長が、刺し網が根掛かりした際、引揚げ作業を継続し

たため、本船が転覆したことにより発生したものと考えられる。 

 


